
神戸市認知症診断制度の受診の流れ
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資料９

受診者
（65歳以上の市民）

認知機能検診
（第１段階）

「認知症の疑い」
あり

精密検査
（第２段階）

認知症
軽度認知機能障害

（MCI）

「認知症の疑い」
なし

認知症ではない

75歳以上の住民にはクーポン券を郵送配布 

65歳～74歳の住民はクーポン券を郵送申請 

精密検査依頼票（紹介状）を持参（助成券発行は必要ない） 

償還払いを郵送で申請 

個人賠償責任保険に加入希望申請 

GPS利用申請 

償還払いを郵送で申請 

償還払い等の手続き書類一式を医療機関で配布 

医療機関は神戸市に精密検査結果票を提出 

クーポン券を持参 

医療機関は神戸市に診断結果票を提出 

受診者に償還払い案内パンフレット配布 

自己負担 

支払する 

償還払い申請者の 

銀行口座に一定額の助成金入金 

保険診療 


